
□
40
歳
〜
64
歳
の
人
（
第
２
号
被

保
険
者
）
の
保
険
料

加
入
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
医

療
保
険
の
保
険
料
と
し
て
、
一
括

し
て
算
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
保
険
料
額
は
加
入
し
て

い
る
医
療
保
険
の
算
定
方
法
に
よ

り
決
ま
る
の
で
、
算
定
基
準
な
ど

は
、
加
入
す
る
健
康
保
険
組
合
な

ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

□
65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保

険
者
）
の
保
険
料

満
六
十
五
歳
に
な
っ
た
日
（
誕

生
日
の
前
日
）
の
あ
る
月
の
分
か

ら
算
定
さ
れ
、
一
人
一
人
が
保
険

料
を
納
め
ま
す
。

□
保
険
料
の
決
め
方

四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
世
帯

員
の
市
民
税
課
税
状
況
と
所
得
額

に
応
じ
て
、
基
準
額
の
〇
・
五
倍

か
ら
一
・
七
五
倍
ま
で
の
七
段
階

に
分
か
れ
ま
す（
表
１
の
と
お
り
）。

□
保
険
料
を
滞
納
す
る
と

保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き

に
、
滞
納
し
た
期
間
に
応
じ
て
給

付
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。ま

た
、
世
帯
主
か
配
偶
者
の
い

ず
れ
か
が
連
帯
納
付
義
務
者
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

□
保
険
料
の
減
免

災
害
な
ど
特
別
な
事
情
が
あ
る

人
は
、
保
険
料
の
減
免
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
減
免
を
受
け
る
に
は
、

申
請
書
と
理
由
を
証
明
す
る
書
類

が
必
要
で
す
。

□
納
付
方
法

保
険
料
の
納
付
方
法
は
次
の
三

つ
で
す
（
表
２
の
と
お
り
）。

漓
特
別
徴
収
…
年
金
か
ら
天
引

き
滷
普
通
徴
収
…
納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
で
の
納
付
澆
併
用
徴
収

…
漓
滷
の
併
用
。

蘆
仮
徴
収
と
本
徴
収

特
別
徴
収
は
四
月
支
給
の
年
金

か
ら
天
引
き
が
始
ま
り
ま
す
が
、

七
月
に
介
護
保
険
料
が
決
ま
る
た

め
四
月
・
六
月
・
八
月
は
二
月
分

介
護
保
険
料
納
付
額
と
同
額
を
仮

に
徴
収
（
仮
徴
収
）。
仮
徴
収
額
と

年
間
介
護
保
険
料
額
と
の
差
額
は

本
徴
収
額
十
月
・
十
二
月
・
二
月

分
）
で
調
整
し
て
天
引
き
し
ま
す
。

仮
徴
収
額
と
本
徴
収
額
の
差
が

大
き
い
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、
六

月
と
八
月
の
天
引
き
時
に
増
額
や

減
額
で
調
整
を
し
て
予
定
の
額
を

変
更
し
て
通
知
し
、
均
衡
を
図
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

蘆
口
座
振
替
　

普
通
徴
収
の
納
付
は
口
座
振
替

が
便
利
で
す
。
申
し
込
み
は
、
各

金
融
機
関
に
配
置
し
て
あ
る
「
前

橋
市
税
等
口
座
振
替
依
頼
書
（
自

動
払
込
利
用
申
込
書
）」
に
記
入
の

上
、
金
融
機
関
の
窓
口
へ
。

７ 市役所の住所は〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1です

急
速
に
高
齢
化
が
進
む
中
、
介

護
を
必
要
と
し
て
い
る
人
が
増
え

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
家
族
だ
け

で
は
介
護
し
き
れ
な
い
こ
と
が
多

い
と
い
う
の
も
現
状
。
特
に
女
性

や
高
齢
者
に
よ
る
介
護
負
担
が
増

え
て
い
ま
す
。
家
族
や
本
人
の
努

力
を
社
会
全
体
で
支
え
、
高
齢
者

の
自
立
を
助
け
る
と
い
う
の
が
介

護
保
険
の
精
神
で
す
。

介
護
保
険
料
は
、
自
己
負
担
を

除
き
、
半
分
を
国
や
県
、
市
で
負

担
し
、
残
り
の
半
分
を
四
十
歳
以

上
の
人
が
納
付
し
た
保
険
料
で
賄

い
ま
す
。

な
お
、
介
護
保
険
事
業
は
三
年

ご
と
に
計
画
を
見
直
し
ま
す
。

広報まえばし　平成１８年６月１日号　６

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
額
が
改
定
に

保
険
料
は
５
段
階
か
ら
７
段
階
に
変
更
し
ま
す

3
年
で
見
直
す

介
護
保
険
事
業

特
別
徴
収
と

普
通
微
収
な
ど

４０
歳
以
上
の

人
が
納
め
ま
す

表１ 第１号被保険者の保険料（65歳以上の人）

区分 対象者 算式 改定幅平成15
～17年度

平成18
～20年度

保険料額

第１段階 （ア）生活保護を受給している人
（イ）市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している人

※平成17年度介護保険料は、旧前橋地区における保険料額を基準とし、改定幅も旧前橋地区を基準に表して
います。
※激変緩和措置対象者（平成17年地方税法改正によって非課税から課税になる人）は、保険料段階が急激に
上がるため、本来の保険料よりも負担割合を低くし激変を緩和します。激変緩和措置は、上段が18年度、下
段が19年度の保険料額で、20年度に本来の保険料額になります。

基準額×0.5 1万8,600円 2万4,400円 5,800円

第２段階 市民税非課税世帯で、本人の合計所得と年金収
入額の合計額が80万円以下の人 基準額×0.5

2万7,900円

2万4,400円 △3,500円

第３段階 市民税非課税世帯で第１・第２段階以外の人 基準額×0.75 3万6,600円 8,700円

第４段階 市民税本人非課税で世帯員が課税の人 基準額 3万7,200円 4万8,800円 1万1,600円

激変緩和措置
（経過措置）

第４段階のうち、税制改正によって第１段階か
らの激変緩和措置対象者

3万2,200円

第４段階のうち、税制改正によって第２段階か
らの激変緩和措置対象者

4万500円

第４段階のうち、税制改正によって第３段階か
らの激変緩和措置対象者

3万2,200円

4万500円

4万500円

4万4,400円

第５段階 市民税課税（合計所得金額が200万円未満）の人 基準額
×1.25 6万1,000円 1万4,500円

激変緩和措置
（経過措置）

第５段階のうち、税制改正によって第１段階か
らの激変緩和措置対象者

4万6,500円

第５段階のうち、税制改正によって第２段階か
らの激変緩和措置対象者

第５段階のうち、税制改正によって第３段階か
らの激変緩和措置対象者

第５段階のうち、税制改正によって第４段階か
らの激変緩和措置対象者

3万6,600円

4万8,800円

3万6,600円

4万8,800円

4万4,400円

5万2,700円

5万2,700円

5万6,600円

第６段階 市民税課税（合計所得金額が200万円以上400万
円未満)の人

基準額
×1.5

5万5,800円

7万3,200円 1万7,400円

第７段階 市民税課税（合計所得金額が400万円以上）の人 基準額
×1.75 8万5,400円 2万9,600円

表２ 保険料の納付方法
区分

特別徴収

併用徴収

普通徴収

対象者 納付方法 平成18年度の納期

老齢・退職年金や遺族・障害年金な
どを年額18万円以上受給している人

年金から天引き

納付書または口座振替で個別
に納付

４月、６月、８月、10月、12月、
２月の偶数月

７月から来年２月までの毎月上記以外の人

漓老齢・退職年金や遺族・障害年
金などが年額18万円未満の人

滷老齢・退職年金を受給していな
い人（老齢福祉年金受給者など）

澆年度途中で65歳になった人や転
入した人

潺年金支払停止や現況届け未提出
により年金差止めになっている人

特別徴収となっている人が市民税の変更などによって保険料が増額となった場合、差額分を納
付書（普通徴収）で納める方法を併用することがあります。
詳しくは介護高齢福祉課へお問い合わせください。

平成18年度

平成19年度

平成18年度

平成19年度

平成18年度

平成19年度

平成18年度

平成19年度

平成18年度

平成19年度

平成18年度

平成19年度

平成18年度

平成19年度

いつまでも自分らしい生活が送れるよう社会全体で支える仕組みです

六
十
五
歳
以
上
の
人
（
第
一
号
被
保
険

者
）
の
介
護
保
険
料
額
が
三
年
ご
と
の
事

業
計
画
の
見
直
し
に
よ
っ
て
、
平
成
十
八

年
度
か
ら
改
定
に
な
り
ま
し
た
。
本
年
度

の
市
民
税
額
な
ど
を
基
に
保
険
料
を
算
定

し
、
七
月
中
旬
に
納
入
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福
祉
課
蕁
８

９
０
―
６
１
５
９
へ
。


